
1

議会だより

主な内容

２～７ページ　第3回臨時会及び第4回定例会の結果をお知らせします

８ページ　議会改革研究会からの報告

９～11ページ　常任委員会行政視察報告

平成 22 年７月 10 日　　富土海水浴場海開き

発行者：宮崎県日南市議会　　編集：議会だより編集委員会　　平成 22年 8月 1日発行



2

　

平
成
二
十
二
年
第
三
回
臨
時

会
は
、
五
月
三
十
一
日
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
二
年
度
の
国
民
健
康

保
険
税
の
税
額
確
定
に
伴
う
議

案
な
ど
、
市
長
提
出
議
案
二
件
、

報
告
三
件
を
審
議
し
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、原
案
可
決
二
件
、

原
案
承
認
三
件
を
議
決
し
ま
し

た
。専

決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て

・
平
成
二
十
一
年
度
日
南
市
一
般
会
計

補
正
予
算
案(

第
六
号)

　

国
の
経
済
対
策
と
し
て
の
「
地
域
活
性

化
・
公
共
投
資
臨
時
交
付
金
」
の
交
付
額

の
確
定
に
伴
い
、
公
共
施
設
等
整
備
基
金

へ
の
積
立
金
に
つ
い
て
予
算
の
補
正
を
行

う
必
要
が
生
じ
、
専
決
処
分
さ
れ
た
も
の

で
す
。

　

補
正
額
は
八
千
五
百
三
十
六
万
円
で
、

補
正
後
の
予
算
総
額
は
二
百
六
十
五
億
七

百
三
十
五
万
四
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

・
日
南
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

が
施
行
さ
れ
、
個
人
住
民
税
に
お
け
る
扶

養
控
除
の
見
直
し
及
び
た
ば
こ
税
の
税
率

の
引
き
上
げ
等
に
伴
い
、
本
市
条
例
に
つ

い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
改
正
を
行
う
必
要

が
生
じ
、
専
決
処
分
さ
れ
た
も
の
で
す
。

・
日
南
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

が
施
行
さ
れ
、
国
民
健
康
保
険
の
基
礎
課

税
額
の
引
き
上
げ
及
び
特
例
対
象
被
保
険

者
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特

例
が
講
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
本
市
条

例
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
改
正
を
行

う
必
要
が
生
じ
、
専
決
処
分
さ
れ
た
も
の

で
す
。

・
平
成
二
十
二
年
度
日
南
市
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算(

第
一
号)

・
日
南
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

国
民
健
康
保
険
事
業
の
健
全
な
運
営
を

図
る
た
め
、
平
成
二
十
二
年
度
日
南
市
国

民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算(

第
一

号)

及
び
日
南
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
が
市
長
よ
り
提

案
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

　

厚 

生 

委 

員 

長 

報 

告

　

議
案
第
四
十
四
号
「
平
成
二
十
二
年
度

日
南
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
一
号
）
」
。

　

補
正
額
は
、
一
億
四
千
百
十
七
万
九
千

円
の
減
額
で
、
補
正
後
の
予
算
総
額
は
、

七
十
七
億
四
千
八
百
八
十
二
万
一
千
円
と

な
り
ま
し
た
。

　

歳
入
に
つ
い
て
は
、
議
案
第
四
十
五
号

に
て
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
と
お
り
、
日
南

市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
た
税
率

等
に
基
づ
い
た
、
保
険
税
等
の
補
正
で
あ

り
、
歳
出
に
つ
い
て
は
、
介
護
納
付
金
の

追
加
や
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
減
額
な

ど
で
す
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま

し
た
。

　

な
お
、
次
の
意
見
要
望
が
付
言
さ
れ
ま

し
た
。

　

県
内
で
も
上
位
を
占
め
る
医
療
費
を
抑

制
す
る
た
め
、
市
民
の
健
康
づ
く
り
に
つ

第
三
回
臨
時
会
及
び
第
四
回
定
例
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

平
成
二
十
二
年
度

　　

保
険
税
率
決
ま
る
！

報  

告

第
三
回
臨
時
会

　　

常
任
委
員
会
報
告

区分

所得割

資産割

平等割

均等割

医　療
保険分説　明

対象年齢  75歳未満

世帯の所得
に応じて計算

世帯の固定資産
税に応じて計算

一世帯にいくら
と計算

世帯の国保加入
者数に応じて計
算

8.02％
(6.75％)

19.00％
(16.30％)

19,200円
(19,000円)

20,300円
(19,700円)

（　）は、昨年の税率・税額

国民健康保険税の税率

第

三

回

臨

時

会
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い
て
議
会
で
た
び
た
び
提
言
が
な
さ
れ
て

き
た
が
、
予
防
医
療
に
対
す
る
取
り
組

み
、
例
え
ば
、
健
康
教
室
な
ど
の
参
加
者

が
少
な
い
な
ど
、
十
分
な
も
の
と
は
言
え

な
い
。
ま
た
、
医
療
費
が
高
い
こ
と
に
対

す
る
原
因
究
明
も
不
十
分
で
あ
る
。

　

予
防
医
療
、
予
防
医
学
に
つ
い
て
、

も
っ
と
真
剣
に
研
究
・
検
討
し
、
増
大
す

る
医
療
費
の
抑
制
を
図
ら
れ
た
い
。

 

議
案
第
四
十
五
号
「
日
南
市
国
民
健
康

保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
」
。

　

本
案
は
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
健
全

な
運
営
を
図
る
た
め
、
平
成
二
十
二
年
度

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
等
の
改
定
を
行

う
た
め
に
提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
改
定
に
よ
り
、
一
般
被
保
険
者
一

人
当
た
り
の
保
険
税
額
は
、
六
万
七
千
百

八
十
二
円
、
退
職
被
保
険
者
一
人
当
た
り

の
保
険
税
額
は
、
七
万
九
千
五
百
十
六
円

と
な
り
、
全
体
で
は
、
六
万
七
百
八
十
二

円
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
介
護
保
険
第
二
号
被
保
険
者
一

人
当
た
り
の
保
険
税
額
は
一
万
九
千
六
百

十
五
円
と
な
り
ま
す
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま

し
た
。

　

平
成
二
十
二
年
第
四
回
定
例

会
は
、
六
月
十
四
日
に
開
会
し
、

六
月
二
十
五
日
ま
で
の
十
二
日
間

の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
二
年
度
日
南
一
般
会

計
補
正
予
算
を
は
じ
め
と
す
る
市

長
提
出
議
案
六
件
、議
員
提
出
議

案
一
件
、
諮
問
一
件
、
報
告
四
件
、

請
願
・
陳
情
九
件
を
審
議
し
ま
し

た
。

　

採
決
の
結
果
、
原
案
可
決
六

件
、
原
案
同
意
二
件
、
継
続
審
査

八
件
、
不
採
択
一
件
を
議
決
し
ま

し
た
。

　

な
お
、今
回
の
定
例
会
で
は
、県

内
で
発
生
し
た
口
蹄
疫
に
よ
る
非

常
事
態
宣
言
の
中
、口
蹄
疫
防
疫

作
業
に
全
庁
を
あ
げ
て
取
り
組
ん

で
い
る
こ
と
に
配
慮
し
、一
般
質
問

を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
の
概
要

　

今
回
の
補
正
予
算
の
内
容
は
、
口
蹄
疫

発
生
に
伴
う
自
主
防
疫
対
策
及
び
セ
リ
市

遅
延
対
策
等
の
緊
急
対
策
事
業
の
ほ
か
、

国
県
支
出
金
等
の
決
定
に
伴
う
事
業
費
や

特
別
会
計
に
対
す
る
操
出
金
、
歳
入
財
源

の
振
替
な
ど
に
つ
い
て
で
す
。

　

補
正
額
は
一
億
五
百
万
円
で
、
補
正
後

の
予
算
総
額
は
、
二
百
六
十
二
億
七
千
五

百
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
の
主
な
事
業

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
性
化
促
進
事
業

[
六
百
三
十
万
円]

　

住
民
が
自
主
的
に
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

活
動
の
促
進
を
図
り
、
地
域
の
連
携
及
び

住
民
自
治
の
環
境
を
整
え
る
た
め
、
宝
く

じ
助
成
金
を
財
源
と
し
て
環
境
美
化
備
品

や
ワ
イ
ヤ
レ
ス
放
送
設
備
を
整
備
す
る
た

め
の
も
の
で
す
。

・
女
性
特
有
の
が
ん
検
診
推
進
事
業

[

八
百
五
十
万
円]

　

特
定
の
年
齢
に
達
し
た
女
性
に
対
し

て
、
子
宮
頸
が
ん
及
び
乳
が
ん
に
関
す
る

検
診
費
用
が
無
料
と
な
る
ク
ー
ポ
ン
券
を

配
布
し
、
女
性
特
有
の
が
ん
検
診
に
お
け

る
受
診
促
進
、
が
ん
の
早
期
発
見
、
健
康

意
識
の
普
及
啓
発
、
健
康
増
進
を
図
る
も

の
で
す
。

・
農
産
園
芸
関
係
事
業

[

二
百
四
十
七
万
三
千
円]

　

ピ
ー
マ
ン
選
果
の
均
一
性
と
コ
ス
ト
の

削
減
を
図
る
た
め
、
能
力
の
高
い
選
果
機

の
導
入
に
対
し
助
成
を
す
る
も
の
で
す
。

・
経
営
体
育
成
交
付
金
事
業
（
新
規
）

 [

六
千
四
百
九
十
八
万
九
千
円]

　

意
欲
あ
る
経
営
体
の
育
成
・
確
保
強
化

の
た
め
、
融
資
を
活
用
し
た
農
業
用
機

械
・
設
備
の
整
備
及
び
経
営
体
が
経
営
の

高
度
化
に
向
け
た
規
模
拡
大
、
多
角
化
等

を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
共
同
利
用
施

設
の
整
備
に
対
し
助
成
す
る
も
の
で
す
。

第

四

回

定

例

会

平成22年度
一般会計補正予算を可決！

補正額　　　　　　 1億500万円

補正後の予算総額　262億7,500万円
・口蹄疫防疫対策事業（3,460万円）

・口蹄疫緊急対策事業（1,529万4千円）

・経営体育成交付金事業（6,498万9千円）

　　　　　　　　　　などを審議しました。
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・
口
蹄
疫
防
疫
対
策
事
業
（
新
規
）

[

三
千
四
百
六
十
万
円]

　

口
蹄
疫
の
発
生
に
伴
い
、
ウ
イ
ル
ス
ま

ん
延
防
止
の
た
め
の
各
消
毒
ポ
イ
ン
ト
の

殺
菌
消
毒
剤
、
防
疫
作
業
委
託
料
、
機
材

リ
ー
ス
料
な
ど
の
経
費
と
す
る
も
の
で

す
。

・
口
蹄
疫
緊
急
対
策
事
業
（
新
規
）

[

一
千
五
百
二
十
九
万
四
千
円]

　

口
蹄
疫
の
発
生
に
伴
い
、
家
畜
の
セ
リ

市
遅
延
対
策
と
し
て
の
飼
養
管
理
経
費
等

の
一
部
補
助
及
び
口
蹄
疫
緊
急
対
策
資
金

の
利
子
補
給
に
充
て
る
も
の
で
す
。

　

本
定
例
会
に
お
い
て
、
二
件
の
条
例
改

正
案
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

・
日
南
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び

管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
省
令
及
び
住
宅
用
防
災
機
器
の
設

置
及
び
維
持
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
が
公
布
さ
れ
、
固
体
酸
化
物
型

燃
料
電
池
に
よ
る
発
電
設
備
が
新
た
に
対

象
火
気
設
備
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ

と
な
ど
に
伴
い
、
本
市
条
例
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
に
応
じ
た
改
正
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

・
日
南
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も

の
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

市
立
中
部
病
院
に
勤
務
し
て
い
た
嘱
託

職
員
に
よ
る
刑
事
事
件
の
第
一
審
判
決
に

か
ん
が
み
、
指
揮
・
監
督
の
立
場
に
あ
る

も
の
と
し
て
自
ら
律
す
る
た
め
、
再
度
、

給
料
減
額
の
措
置
を
講
じ
る
た
め
の
改
正

で
す
。

【
減
額
の
内
容
】

 

市
長
が
本
年
七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
三

か
月
、
総
務
部
及
び
市
民
部
等
担
当
の
副

市
長
を
本
年
七
月
か
ら
八
月
前
の
二
か
月

間
、
給
料
を
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
％
の
減
額
措

置
を
行
い
ま
す
。

・
財
産
の
無
償
貸
付
け
に
つ
い
て

　

将
来
的
な
地
域
活
性
化
へ
の
貢
献
を
考

慮
し
、
ジ
ェ
イ
ズ
北
郷
リ
ゾ
ー
ト
株
式
会

社
の
新
た
な
経
営
を
支
援
す
る
た
め
、
市

有
財
産
を
無
償
貸
付
け
し
た
い
旨
の
提
案

が
市
長
よ
り
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　

一
件
の
意
見
書
が
議
員
提
出
議
案
と
し

て
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

・
家
畜
伝
染
病
「
口
蹄
疫
」
の
発
生
に
伴

う
国
の
支
援
等
を
求
め
る
意
見
書

　

家
畜
伝
染
病
「
口
蹄
疫
」
に
つ
い
て

は
、
宮
崎
県
都
農
町
で
感
染
が
確
認
さ
れ

て
以
来
、
本
市
で
も
、
感
染
防
止
の
た

め
、
畜
産
農
家
を
は
じ
め
と
す
る
消
毒
作

業
や
市
境
に
お
け
る
消
毒
ポ
イ
ン
ト
設
置

な
ど
の
防
疫
体
制
を
市
内
関
係
機
関
一
体

と
な
っ
て
、
一
日
で
も
早
い
終
息
を
願
い

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
長
引
く

防
疫
体
制
に
は
疲
弊
感
が
あ
る
こ
と
は
否

め
ま
せ
ん
。

　

す
で
に
、
口
蹄
疫
特
別
措
置
法
の
制
定

に
よ
る
国
の
支
援
に
つ
い
て
は
決
定
し
て

お
り
ま
す
が
、
詳
細
に
わ
た
る
補
助
額
及

び
支
援
策
に
つ
い
て
は
不
透
明
な
状
況
に

あ
り
、
畜
産
農
家
の
不
安
は
い
ま
だ
解
消

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

家
畜
等
の
移
動
・
搬
出
制
限
区
域
に
お

き
ま
し
て
は
、
特
に
甚
大
な
影
響
を
受
け

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
依
然
と
し
て
感

染
の
拡
大
が
止
ま
ら
ず
、
制
限
区
域
外
で

あ
っ
て
も
人
工
授
精
業
務
の
自
粛
や
成

牛
・
子
牛
の
セ
リ
市
の
中
止
又
は
延
期
な

ど
、
今
回
の
口
蹄
疫
の
発
生
で
は
市
内
の

畜
産
農
家
及
び
観
光
・
商
工
業
者
も
多
大

な
る
影
響
を
受
け
て
お
り
、
経
済
的
・
精

神
的
な
ダ
メ
ー
ジ
、
防
疫
従
事
者
の
疲
労

も
限
界
に
来
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
区
域
外

の
農
家
を
含
め
た
十
分
な
支
援
策
が
必
要

で
あ
り
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
本
病
の
一
刻
も
早
い

終
息
に
向
け
た
効
果
的
な
対
策
を
講
じ
て

い
た
だ
き
ま
す
と
と
も
に
、
畜
産
及
び
関

連
産
業
等
の
経
営
安
定
を
図
る
た
め
、
下

記
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
ご
高
配
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。記

一
、
出
荷
遅
延
等
に
よ
り
甚
大
な
る
被
害

を
受
け
る
畜
産
農
家
及
び
関
連
産
業
の
経

営
安
定
に
向
け
た
支
援
制
度
に
つ
い
て

は
、
移
動
・
搬
出
制
限
区
域
内
に
限
ら

ず
、
影
響
を
受
け
た
す
べ
て
の
農
家
等
を

対
象
に
、
十
分
な
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。
ま
た
、
畜
産
農
家
で
働
く
労
働
者
の

支
援
策
を
講
じ
る
こ
と
。

二
、
口
蹄
疫
の
発
生
に
伴
い
、
市
町
村
が

要
し
た
経
費
に
対
す
る
十
分
な
財
政
措
置

を
講
じ
る
こ
と
。

三
、
風
評
被
害
等
の
防
止
に
向
け
た
指
導

と
正
確
な
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
。

四
、
口
蹄
疫
が
二
度
と
発
生
す
る
こ
と
が

な
い
よ
う
、
抜
本
的
な
検
疫
体
制
と
予
防

対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

（
提
出
先
）
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議

長
、
内
閣
総
理
大
臣
、
財
務
大
臣
、
農
林

水
産
大
臣
、

消毒ポイントでの作業の様子

条
例
改
正

そ
の
他
の
議
案

議
員
提
出
議
案
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・
日
南
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
い
て

[

教
育
委
員
会
委
員]

八
木 

真
紀
子　

氏
（
新
任
）

　

議
案
第
四
十
七
号
「
日
南
市
火
災
予
防

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
。

　

こ
の
議
案
は
、
対
象
火
気
設
備
等
の
位

置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器

具
等
の
取
扱
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
が
公
布
さ
れ
、
固
体
酸
化
物
型

燃
料
電
池
に
よ
る
発
電
設
備
が
新
た
に
対

象
火
気
設
備
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ

と
に
な
ど
に
伴
い
、
本
市
条
例
に
つ
い
て

も
、
こ
れ
に
応
ず
る
改
正
を
行
う
必
要
が

あ
る
た
め
、
提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　

議
案
第
四
十
九
号
「
日
南
市
特
別
職
の

職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
。

　

こ
の
議
案
は
、
市
立
中
部
病
院
に
勤
務

し
て
い
た
嘱
託
職
員
を
被
告
と
す
る
刑
事

事
件
の
第
一
審
判
決
に
か
ん
が
み
、
指

揮
・
監
督
の
立
場
に
あ
る
も
の
と
し
て
、

自
ら
を
律
す
る
た
め
、
再
度
、
給
料
減
額

の
措
置
を
講
じ
た
い
と
い
う
こ
と
で
提
案

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

主
な
質
疑
と
し
て
は
、
「
改
正
理
由
と

し
て
再
度
、
給
料
減
額
の
措
置
を
講
じ
た

い
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
再
度
」
と
は
ど

う
い
う
意
味
な
の
か
、
と
の
質
疑
に
対

し
、
当
局
か
ら
は
「
当
初
の
処
分
に
つ
い

て
は
、
こ
の
事
件
の
発
生
に
対
し
て
の
、

市
長
及
び
副
市
長
か
ら
、
自
主
申
出
に
よ

り
、
市
長
に
つ
い
て
は
三
か
月
、
副
市
長

二
か
月
及
び
一
か
月
の
減
額
措
置
を
講
じ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
事
件
の
全
容

が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
を
受
け
、
管
理
・

監
督
の
責
任
の
あ
る
者
と
し
て
、
再
度
、

市
長
・
副
市
長
が
自
ら
を
律
す
る
た
め

に
、
市
長
に
あ
っ
て
は
今
回
三
か
月
、
前

回
分
と
合
わ
せ
、
六
か
月
の
減
額
の
措
置

を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
」
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
「
一
〇
％
減
額
の
根
拠
は
」
と

い
う
質
疑
に
つ
い
て
は
、
「
県
内
、
全
国

的
な
事
例
等
か
ら
、
自
ら
の
申
し
出
を
妥

当
と
判
断
し
た
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま

し
た
。

　

要
望
と
し
て
、
次
の
事
項
が
付
言
さ
れ

ま
し
た
。
六
千
万
円
に
も
の
ぼ
る
窃
盗
事

件
で
あ
る
だ
け
に
、
市
民
の
注
目
も
当

然
、
著
し
く
高
い
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、

市
民
に
対
し
て
管
理
者
と
し
て
次
の
姿
勢

を
明
確
に
示
す
こ
と
。

一
、
事
件
の
経
緯
、
管
理
者
と
し
て
の
謝

罪
の
姿
勢

二
、
損
害
額
の
補
填
対
応
策

　

議
案
第
五
十
号
「
財
産
の
無
償
貸
付
け

に
つ
い
て
」
。

　

こ
の
議
案
は
、
将
来
的
な
地
域
活
性
化

へ
の
貢
献
を
考
慮
し
、
ジ
ェ
イ
ズ
北
郷
リ

ゾ
ー
ト
株
式
会
社
の
新
た
な
経
営
を
支
援

す
る
た
め
、
市
有
財
産
を
無
償
貸
付
け
し

た
い
の
で
、
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第

一
項
第
六
号
の
並
び
に
日
南
市
財
産
の
交

換
、
譲
与
、
無
償
貸
付
け
等
に
関
す
る
条

例
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
よ
り
提
案
さ

れ
た
も
の
で
す
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
原
案
の
と

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　

要
望
と
し
て
、
次
の
事
項
が
付
言
さ
れ

ま
し
た
。
契
約
履
行
更
新
に
あ
た
っ
て
は

一
、
誘
致
に
あ
た
っ
て
の
「
覚
書
」
等
を

厳
重
に
検
証
す
る
こ
と
。

二
、
契
約
締
結
後
に
お
い
て
、
承
継
に
よ

る
相
手
側
の
法
人
格
が
一
〇
〇
％
変
わ
る

場
合
な
ど
に
つ
い
て
も
、
内
容
を
十
分
検

討
し
慎
重
に
対
応
す
る
こ
と
。

　

陳
情
第
十
五
号
「
国
に
『
治
安
維
持

法
犠
牲
者
へ
の
国
家
賠
償
法(

仮
称)

制

定
』
を
求
め
る
陳
情
」
に
つ
い
て
は
、

第
四
回
定
例
会

　　

常
任
委
員
会
報
告

人
事
案
件

日南市議会ホームページを是非ご覧ください
h t t p : / / w ww . c i t y . n i c h i n a n . l g . j p / m o d u l e s / c o n t e n t s 1 0 /

i n d e x . p h p ? c o n t e n t _ i d = 4

もしくは、　　　　　　　　　　　　　で検索してみてください。

・議員名簿(全体名簿、各常任委員会名簿、議会運営委員会名簿など)、議
会年間スケジュール、会期及び会期日程、議決結果、会議録検索システム
などを掲載しております。

日南市議会

総務文教常任委員会
(委　員　長) 平原光則

(副 委 員 長) 安竹博

(委　　　員) 山本定則、倉岡郁夫、

鈴木教夫、渡邉倫章、

河野哲夫、田中重信、

松本弘、川口敏治、

影山一雄

検索
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審
査
の
結
果
、
賛
成
少
数
を
も
っ
て
不
採

択
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　

陳
情
十
七
号
「
く
ら
し
支
え
る
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
を
求
め
る
陳
情
」
に
つ

い
て
は
、
審
査
の
結
果
、
今
後
も
引
き
続

き
慎
重
な
審
査
が
必
要
と
の
判
断
か
ら
全

員
賛
成
を
も
っ
て
閉
会
中
の
継
続
審
査
と

す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　

請
願
二
十
一
号
「
教
育
予
算
の
拡
充
に

関
す
る
意
見
書
を
求
め
る
請
願
」
に
つ
い

て
は
、
審
査
の
結
果
、
今
後
も
引
き
続
き

慎
重
な
審
査
が
必
要
と
の
判
断
か
ら
全
員

賛
成
を
も
っ
て
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
す

る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　

請
願
第
十
二
号
「
改
正
国
籍
法
の
厳
格

な
制
度
運
用
を
求
め
る
請
願
書
」
及
び
請

願
第
十
三
号
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

即
時
廃
止
の
意
見
書
提
出
の
請
願
書
」
の

二
件
に
つ
い
て
。

 

こ
の
二
件
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
引
き

続
き
慎
重
な
審
査
が
必
要
で
あ
る
と
の
判

断
か
ら
、
い
ず
れ
も
閉
会
中
の
継
続
審
査

が
妥
当
と
い
う
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し

た
。

　

次
に
、
今
定
例
会
で
新
た
に
付
託
さ
れ

た
、
陳
情
第
二
十
二
号
「
『
人
権
侵
害
に

よ
る
被
害
の
救
済
及
び
予
防
等
に
関
す
る

法
律
案
』
（
人
権
侵
害
救
済
法
）
成
立
に

反
対
す
る
陳
情
書
」
及
び
、
陳
情
第
二
十

三
号
「
子
ど
も
手
当
の
廃
止
を
求
め
る
意

見
書
に
対
す
る
陳
情
書
」
の
二
件
に
つ
い

て
。

　

こ
の
二
件
に
つ
い
て
も
、
今
後
さ
ら
に

調
査
検
討
を
要
す
る
と
の
意
見
が
多
数
を

占
め
、
い
ず
れ
も
閉
会
中
の
継
続
審
査
が

妥
当
と
い
う
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し

た
。

　

陳
情
第
十
六
号
「
労
働
者
派
遣
法
の
抜

本
改
正
を
求
め
る
陳
情
書
」
に
つ
い
て

は
、
今
後
も
引
き
続
き
慎
重
な
審
査
が
必

要
で
あ
る
と
の
判
断
か
ら
、
閉
会
中
の
継

続
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　

議
案
第
四
十
八
号
「
公
有
水
面
埋
立
て

に
関
す
る
意
見
に
つ
い
て
」
。

　

本
案
は
、
公
有
水
面
埋
立
法
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
崎
県
知
事
か
ら

求
め
ら
れ
た
大
堂
津
漁
港
の
埋
立
て
に
関

す
る
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
議
会
の
議
決
を
求
め
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
現
地
調
査
を
行

う
な
ど
、
慎
重
に
審
査
し
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
を
も
っ
て
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま

し
た
。

●
所
管
事
務
調
査
●

　

去
る
六
月
二
十
三
日
、
大
雨
等
に
よ
り

被
災
し
た
市
道
鵜
戸
参
宮
線
、
県
道
鵜
戸

神
宮
線
及
び
国
道
二
二
〇
号
鶯
巣
地
区
の

復
旧
現
場
を
視
察
し
、
関
係
当
局
か
ら
説

明
を
受
け
ま
し
た
。

大堂津漁港埋立て予定地にて

被災現場(市道鵜戸参宮線)

産業経済常任委員会
(委　員　長) 坂口義弘

(副 委 員 長) 黒木盛明

(委　　　員) 和足恭輔、山下武典、

長友昭三郎、柏田登美子、

坂元啓一、磯江純一、

豊倉照光、井戸川格

建設水道常任委員会
(委　員　長) 德尾尚男

(副 委 員 長) 前田幸雄

(委　　　員) 松田謙一郎、濱中武紀、

中尾貞美、甲斐 登、

山口 満、國貞 章、

山元敏郎、中島欽也

厚生常任委員会
(委　員　長) 福岡浩一

(副 委 員 長) 細田勝

(委　　　員) 野川喜美子、川口和也、

岩永憲明、杉富正、

井福秀子、谷口重紀、

井上進、長友喜昭、

坂田武人
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番  号 議 案 名 付　託
委員会

審 議 結 果
委員会 本会議

報告第 1 号 専決処分の承認を求めることについて － － 原案承認

報告第 2 号 専決処分の承認を求めることについて － － 原案承認

報告第 3 号 専決処分の承認を求めることについて － － 原案承認

議案第44号 平成22年度日南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 厚 生 原案可決 原案可決

議案第45号 日南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 厚 生 原案可決 原案可決

報告第 4 号 日南市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について － － 終 了

報告第 5 号 北郷町温泉観光協会の経営状況を説明する書類の提出について － － 終 了

報告第 6 号 宮崎建設労働者研修福祉センターの経営状況を説明する書類の提
出について － － 終 了

報告第 7 号 平成21年度日南市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について － － 終 了

議案第46号 平成22年度日南市一般会計補正予算(第1号) 予算審査 原案可決 原案可決

議案第47号 日南市火災予防条例の一部を改正する条例 総務文教 原案可決 原案可決

議案第48号 公有水面埋立てに関する意見について 建設水道 原案可決 原案可決

議案第49号 日南市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改
正する条例 総務文教 原案可決 原案可決

議案第50号 財産の無償貸付けについて 総務文教 原案可決 原案可決

諮問第 1 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて － － 原案同意

議案第51号 日南市教育委員会の委員の任命について － － 原案同意

議 員 提 出
議案第23号 家畜伝染病「口蹄疫」の発生に伴う国の支援等を求める意見書 － － 原案可決

請願第12号 改正国籍法の厳格な制度運用を求める請願書 厚 生 継続審査 継続審査

請願第13号 後期高齢者医療制度の即時廃止の意見書提出の請願書 厚 生 継続審査 継続審査

陳情第15号 国に「治安維持法犠牲者への国家賠償法(仮称)の制定」を求める
陳情 総務文教 不採択 不採択

陳情第16号 労働者派遣法の抜本改正を求める陳情書 産業経済 継続審査 継続審査

陳情第17号 くらし支える行政サービスの拡充を求める陳情書 総務文教 継続審査 継続審査

陳情第18号 人権擁護法案の成立に反対する意見書の提出を求める陳情書 － － 取下げ

陳情第20号 議会改革に関する陳情書 議会運営 継続審査 継続審査

請願第21号 教育予算の拡充に関する意見書の提出を求める請願書 総務文教 継続審査 継続審査

陳情第22号 「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」(人権侵
害救済法)成立に反対する陳情書 厚 生 継続審査 継続審査

陳情第23号 子ども手当の廃止を求める意見書に対する陳情書 厚 生 継続審査 継続審査

審 議 結 果 一 覧

第３回臨時会及び第４回定例会で審議した議案とその結果
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議会改革研究会からの報告
　開かれた議会、議会本来の機能を十分発揮し、住民の負託にこたえることのできる
議会づくりを目指し、議会内に議会改革研究会が設置されています。
議会改革研究会が議長に対して行った、「政治倫理条例について」及び「議員定数に
ついて」の中間答申について、お知らせいたします。

政治倫理条例について

　政治倫理条例については現在、全国の806市のうち187市議会、九州においては116市のうち60
市議会で制定されている。
　県内の９市においては旧日南市だけが制定していて、その内容はそれぞれ異なるが、旧日南市に
おいては、議員を対象としての資産報告制度をその主な内容としていた。
　また、近年においては、北海道栗山町が平成18年５月に議会運営の基本事項と議員の政治倫理を
明記した「議会基本条例」を制定し、それを基本としての「政治倫理条例」の制定がなされ、以降
は同様な制定とする自治体が増えている状況にある。

　このような状況を踏まえ、今後、議会の果たすべき役割はますます大きくなり、市内全体への目
配りのためにも、住民との協働による議会を目指さなければならず、独自の議会運営のルール、議
員の政治倫理を含めた、「議会基本条例」を基本とし、併せて「政治倫理条例」を検討すべきとの
意見の一致をみたところであります。

　しかしながら、議会基本条例の制定までには、かなりの期間を要するため、本研究会の検討期間
が、在任特例期間の平成23年３月29日までであることから、在任特例後の選挙による第２期の議
会で検討いただくのが妥当ではないかとの結論を得たところであります。

(中間答申書より内容をそのまま引用しています。)

議員定数について

　議会議員の定数については、地方自治法第91条の規定により、条例で定めることとされており、
市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合においては、設置関係市町村の協議によ
り、当該設置市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の、議会の議員の
定数を定めなければならないとされている。
　合併後の日南市の議員定数については、３市町のそれぞれの住民の代表で組織された合併協議会
において、検討協議され、「在任特例適用後の議会の議員の定数は、30人とし、選挙区は設けな
い。」と決定された。
その理由は、
　１　住民ニーズが多様化する中、議員の役目は極めて重要になってきているため。
　２　新市の基本計画の審議や、合併協定項目の注視、住民不安解消など、果すべき役割が多いた
　　　め。
　３　地方分権の時代に適応するためにも、法定定数の上限である30人とすべきであるため。
というものでした。
　この、定数30人について研究会において、５回にわたり検討を重ねた結果、３市町のそれぞれの
議会の議決を経て、決定された事項であるため、尊重されるべきものであるとの意見が多数を占め
たところであります。
　また、初選挙後については、今後も人口の減少はさらに続くものと思われ、類似市の状況等も考
えると、議員定数も削減の方向で検討すべきとして、各会派より22名から26名の提示がなされ協
議いたしましたが、具体的な議員定数については、在任特例後の選挙による第２期の議会で検討い
ただくのが、妥当ではないかとの結論を得たところであります。

(中間答申書より内容をそのまま引用しています。)
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五
月
十
七
日
（
月
）

◎
群
馬
県
沼
田
市

「
合
併
後
の
課
題
等
」
に
つ
い
て

《
主
な
研
修
内
容
》

①
合
併
効
果
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て

②
地
域
自
治
区
と
振
興
局
の
機
能
に
つ
い

て③
議
員
定
数
と
報
酬
に
つ
い
て

《
研
修
内
容
か
ら
》

○
合
併
時
（
平
成
十
七
年
）
の
職
員
は
五

百
五
十
一
名
で
あ
っ
た
が
、
本
年
四
月
現

在
で
は
四
百
八
十
六
人
で
六
十
五
人
の
削

減
を
図
っ
て
き
た
。

○
土
木
技
師
な
ど
の
専
門
職
の
職
員
を
配

置
し
て
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
は
図
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

○
地
域
協
議
会
と
総
合
支
所
と
本
庁
と
住

民
と
の
係
わ
り
（
本
庁
へ
の
安
易
な
統

合
）
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
一
定
の
基
準

を
作
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

○
広
い
面
積
の
た
め
、
学
校
な
ど
の
公
の

施
設
の
統
廃
合
や
重
複
す
る
公
共
施
設
の

有
効
利
用
に
つ
い
て
も
な
か
な
か
進
ま
な

い
。

○
合
併
後
の
振
興
局
か
ら
本
庁
へ
の
統
廃

合
を
順
次
図
っ
て
お
り
、
毎
年
、
課
又
は

係
を
ス
リ
ム
化
し
て
い
る
。

○
議
会
運
営
委
員
会
の
下
部
組
織
で
「
議

会
の
活
性
化
に
関
す
る
検
討
委
員
会
」
を

設
置
し
、
議
員
定
数
及
び
報
酬
等
に
つ
い

て
協
議
し
た
。

　

五
月
十
八
日
（
火
）

◎
秋
田
県
大
仙
市

「
合
併
後
の
課
題
等
」
に
つ
い
て

《
主
な
研
修
内
容
》

①
合
併
効
果
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て

②
地
域
自
治
区
と
総
合
支
所
の
機
能
に
つ

い
て

③
議
員
定
数
と
報
酬
に
つ
い
て

《
研
修
内
容
か
ら
》

○
合
併
の
最
大
の
効
果
は
、
第
一
に
財
政

効
果
。
合
併
前
は
旧
市
町
で
東
京
都
議
会

を
上
回
る
議
員
百
三
十
八
人
。
現
在
は
法

定
定
数
の
三
十
人
。
合
併
前
と
最
新
（
平

成
二
十
一
年
度
決
算
見
込
み
）
で
比
較
す

る
と
、
四
億
八
千
三
百
万
円
程
度
の
削
減

効
果
が
あ
っ
た
。

○
合
併
直
前
の
駆
け
込
み
事
業
に
よ
る
事

業
の
起
債
償
還
金
や
施
設
の
統
廃
合
に
よ

る
解
体
・
修
繕
費
用
の
増
大
が
見
ら
れ

た
。

○
総
合
支
所
ご
と
に
自
ら
の
裁
量
で
執
行

で
き
る
よ
う
「
地
域
枠
予
算
」
を
設
置

し
、
協
働
活
動
推
進
の
た
め
に
自
主
的
な

運
営
を
し
て
い
る
。
特
に
、
地
域
づ
く
り

支
援
に
対
す
る
支
出
が
多
い
。

○
議
員
独
自
の
動
き
と
し
て
、
「
議
会
改

革
等
検
討
委
員
会
」
を
設
置
し
、
そ
の
分

科
会
と
し
て
「
議
員
定
数
検
討
委
員
会
」

が
設
置
さ
れ
た
。

○
今
後
の
課
題
と
し
て
、
秋
田
県
で
二
番

目
に
多
い
公
共
施
設
が
あ
る
の
で
、
そ
の

施
設
の
見
直
し
に
よ
る
廃
止
・
譲
渡
や
指

定
管
理
者
制
度
へ
移
行
し
て
い
き
た
い
。

来
年
四
月
に
は
ス
ポ
ー
ツ
施
設
は
殆
ど
指

定
管
理
に
移
行
す
る
予
定
で
あ
る
。

○
事
務
事
業
評
価
の
導
入
等
を
検
討
し
て

い
る
。

　

五
月
十
一
日
（
火
）

◎
宮
城
県
涌
谷
町

「
涌
谷
町
町
民
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
に

つ
い
て

《
主
な
研
修
内
容
》

①
設
立
、
建
設
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て

②
基
本
方
針
に
つ
い
て

③
健
康
推
進
員
制
度
に
つ
い
て

④
セ
ン
タ
ー
の
概
要
に
つ
い
て

《
研
修
内
容
か
ら
》

○
地
域
「
医
療
」
か
ら
「
地
域
」
医
療

へ
。
医
療
重
視
で
は
な
く
、
地
域
に
重
き

を
置
い
た
医
療
を
行
う
。

○
「
保
健
」「
医
療
」「
福
祉
」「
介
護
」
は

切
り
離
せ
な
い
。
こ
れ
を
ト
ー
タ
ル
に
提

供
す
る
こ
と
を
理
念
と
し
て
い
る
。

沼田市議会会議室での研修の様子

大仙市議会会議室での研修の様子

町民医療福センター内研修（スライドにて）

総
務
文
教
委
員
会

行
政
視
察
報
告

厚
生
委
員
会

行
政
視
察
報
告
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○
セ
ン
タ
ー
の
基
本
方
針
と
し
て
、
町
民

一
人
ひ
と
り
が
「
安
ら
か
に
生
ま
れ
」

「
健
や
か
に
育
ち
」
「
朗
ら
か
に
働
き
」

「
和
や
か
に
老
い
る
」
こ
と
を
通
し
て
、

そ
の
人
ら
し
い
か
け
が
え
の
な
い
人
生
を

送
る
こ
と
を
目
指
す
。

○
「
保
健
協
力
員
」
と
「
食
生
活
改
善
推

進
員
」
と
が
ス
ク
ラ
ム
を
組
み
、
「
健
康

推
進
員
」
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
こ
の

健
康
推
進
員
が
、
「
健
康
づ
く
り
、
予
防

医
療
」
と
い
う
面
で
は
、
非
常
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

○
予
防
医
療
の
取
り
組
み
と
し
て
、
保
健

師
と
一
緒
に
な
り
「
脳
卒
中
」
の
予
防
に

取
り
組
ん
だ
。
成
果
が
上
が
っ
て
お
り
、

近
隣
地
域
の
脳
卒
中
の
死
亡
率
か
ら
み
て

も
随
分
低
い
値
と
な
っ
て
い
る
。

　

五
月
十
二
日
（
水
）

◎
山
形
県
東
根
市

「
東
根
市
総
合
保
健
福
祉
施
設
（
さ
く
ら

ん
ぼ
タ
ン
ト
ク
ル
セ
ン
タ
ー
）
」
に
つ
い

て《
主
な
研
修
内
容
》

①
セ
ン
タ
ー
の
概
要
に
つ
い
て

②
子
育
て
支
援
策
に
つ
い
て

③
現
地
視
察

《
研
修
内
容
か
ら
》

○
「
子
育
て
支
援
」
「
保
健
」
「
福
祉
」

「
医
療
」
「
共
有
」
と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ

れ
目
的
を
持
っ
た
各
エ
リ
ア
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。

　

特
に
、
け
や
き
ホ
ー
ル
は
、
週
末
に
な

る
と
千
人
ほ
ど
が
訪
れ
、
活
気
に
あ
ふ
れ

て
い
る
。

○
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
は
、
運
営
を

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
」
に
委
託
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
運
営
方
法
が
、
入
場
者
数

が
多
く
な
っ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
言

え
る
。

○
子
育
て
支
援
の
取
り
組
み
と
し
て
、

「
子
育
て
応
援
五
つ
星
」
（
妊
婦
健
診
費

用
助
成
の
拡
大
、
未
就
学
児
の
医
療
費
無

料
、
休
日
保
育
の
実
施
、
小
学
生
入
院
医

療
費
無
料
化
、
父
子
家
庭
の
医
療
費
無
料

化
）
を
主
と
し
て
行
っ
て
い
る
。

○
施
設
に
対
す
る
取
り
組
み
（
運
営
方

法
、
子
育
て
支
援
な
ど
）
に
よ
り
、
平
成

二
十
年
度
日
本
経
済
新
聞
社
主
催
の

「
に
っ
け
い
子
育
て
支
援
大
賞
」
を
受
賞

し
て
い
る
。

　

五
月
十
一
日
（
火
）

◎
三
重
県
桑
名
市

「
人
と
人
の
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
す
る
地

域
密
着
型
商
店
街
」
に
つ
い
て

《
主
な
研
修
内
容
》

①
三
八
市
に
つ
い
て

②
十
楽
市
に
つ
い
て

③
ふ
れ
あ
い
カ
ー
ド
事
業
に
つ
い
て

《
研
修
内
容
か
ら
》

○
「
三
八
市
」
は
、
毎
月
三
・
八
・
十

三
・
十
八
・
二
十
三
・
二
十
八
日
の
六
回

午
前
九
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で
開
催
さ

れ
、
約
四
十
軒
の
農
家
の
人
々
や
露
天
業

者
が
出
店
し
、
鮮
度
の
良
さ
と
価
格
の
安

さ
か
ら
約
一
万
人
の
人
出
で
に
ぎ
わ
う
。

○
「
十
楽
市
」
は
、
ア
ー
ケ
ー
ド
内
に
お

い
て
骨
董
市
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
手

工
芸
作
品
の
展
示
販
売
の
場
所
と
し
て
商

店
街
店
舗
前
に
一
間
四
方
の
区
画
を
つ
く

り
、
一
坪
店
を
展
開
。
毎
月
、
第
三
日
曜

日
を
中
心
に
開
催
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ

ン
ト
を
活
発
に
実
施
。

○
ふ
れ
あ
い
カ
ー
ド
事
業
は
、
六
十
歳
以

上
の
人
が
加
入
で
き
、
加
盟
店
で
割
引
や

景
品
な
ど
各
店
思
い
思
い
の
サ
ー
ビ
ス
が

受
け
ら
れ
高
齢
者
に
や
さ
し
い
商
店
街
づ

く
り
を
し
て
い
る
。

　

五
月
十
二
日
（
水
）

◎
岐
阜
県
郡
上
市

「
観
光
振
興
、
食
べ
歩
き
散
策
事
業
」
に

つ
い
て

《
主
な
研
修
内
容
》

①
観
光
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て

②
食
べ
歩
き
散
策
事
業
に
つ
い
て

③
現
地
視
察

《
研
修
内
容
か
ら
》

○
町
並
み
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

・
建
物
審
査
に
よ
る
景
観
形
成

　

伝
統
的
な
町
家
を
継
承
す
る
意
匠
や
要

素
を
取
り
入
れ
た
建
築
基
準
を
定
め
、
住

民
で
組
織
し
た
建
物
審
査
委
員
会
に
よ
り

審
査
を
行
っ
て
い
る
。

・
郡
上
八
幡
市
街
地
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

の
活
動

　

平
成
十
年
に
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
を
発

足
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部
会
で
活
動
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
空
家
活
動
実
験
に

主
体
的
に
関
わ
り
、
空
き
地
や
駐
車
場
に

産
業
経
済
委
員
会

行
政
視
察
報
告

タントクルセンター現地視察（けやきホール）

寺町通り商店街での研修
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板
塀
を
設
置
す
る
板
塀
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

進
め
て
い
る
。

・
交
通
体
系
の
整
備

　

市
街
地
内
の
水
辺
空
間
や
町
家
群
を
活

か
し
た
景
観
形
成
が
進
め
ら
れ
る
中
、
都

市
計
画
道
路
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
市
街

地
の
景
観
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
町
の

中
心
を
南
北
に
横
断
す
る
都
市
計
画
道
路

が
平
成
十
五
年
に
廃
止
さ
れ
、
安
価
で
乗

　
降
し
や
す
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
が
導
入

さ
れ
た
。

○
郡
上
八
幡
食
べ
歩
き
散
策
事
業

偏
向
集
中
型
観
光
か
ら
脱
す
る
た
め
、
市

街
地
周
遊
範
囲
拡
大
と
滞
在
時
間
延
長
を

目
的
と
し
、
飛
騨
高
山
を
モ
デ
ル
に
平
成

十
五
年
五
月
よ
り
ス
タ
ー
ト
。
特
産
品
を

組
み
合
わ
せ
た
「
食
べ
歩
き
散
策
マ
ッ

プ
」
を
作
成
し
一
枚
五
百
円(

五
〜
六
品)

で
販
売
。
地
図
を
片
手
に
散
策
し
な
が

ら
、
指
定
の
商
店
を
訪
ね
歩
く
こ
と
に
よ

り
、「
滞
在
時
間
の
延
長
」「
素
通
り
が
ち
で

あ
っ
た
団
体
客
の
観
光
消
費
額
の
増
加
」

を
図
り
、
併
せ
て
特
産
品(

商
店)

の
育
成
を

め
ざ
し
て
い
る
。

　

五
月
十
七
日(

月)

◎
兵
庫
県
豊
岡
市

「
汚
水
処
理
施
設
共
同
整
備
事
業(

M
I
C
S

事
業)

」
に
つ
い
て

《
主
な
研
修
内
容
》

①
豊
岡
市
の
下
水
道
事
業
に
つ
い
て

②
M
I
C
S
事
業
導
入
の
経
緯

《
研
修
内
容
か
ら
》

○
し
尿
処
理
場
の
老
朽
化
に
よ
り
、
建
て

替
え
が
必
要
な
時
期
に
来
て
お
り
、
下
水

道
と
一
緒
に
処
理
が
可
能
な
M
I
C
S
事

業
が
考
え
ら
れ
・
計
画
さ
れ
て
き
た
。
平

成
二
十
年
四
月
か
ら
、
し
尿
の
受
入
れ
を

開
始
し
て
い
る
。
平
成
二
十
年
度
で
は
九

七
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
の
し
尿
・
汚
泥
を

受
入
れ
、
平
成
二
十
一
年
度
で
は
九
〇
〇

〇
立
方
メ
ー
ト
ル
の
受
入
れ
を
行
っ
て
い

る
。
受
入
量
が
減
少
し
て
い
る
の
は
、
下

水
道
接
続
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

下
水
道
へ
の
し
尿
受
入
れ
に
よ
り
、
現

在
、
し
尿
処
理
場
は
閉
鎖
し
て
い
る
。

○
建
設
後
は
し
尿
処
理
場
で
処
理
さ
れ
て

い
た
も
の
が
、
下
水
道
施
設
で
一
体
的
に

処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

し
尿
処
理
場
を
閉
鎖
し
た
こ
と
に
よ
る
経

費
節
減
効
果
が
あ
っ
た
。

○
下
水
道
へ
の
接
続
率
向
上
の
た
め
、
毎

年
下
水
道
週
間
に
合
わ
せ
、
未
水
洗
化
家

庭
を
戸
別
訪
問
し
、
下
水
道
へ
の
接
続
を

お
願
い
し
て
い
る
（
年
間
約
四
千
軒
の
訪

問
を
行
っ
て
い
る
）。

　

五
月
十
八
日(

火)

◎
岐
阜
県
中
津
川
市

「
景
観
計
画
」
に
つ
い
て

《
主
な
研
修
内
容
》

①
中
津
川
市
景
観
計
画
策
定
の
経
緯

②
景
観
計
画
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て

《
研
修
内
容
か
ら
》

○
景
観
計
画
を
具
体
的
な
運
用
を
行
う
た

め
、
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
て
い

る
。

○
景
観
計
画
の
具
体
的
な
運
用
の
た
め

に
、
地
区
ご
と
、
建
物
ご
と
の
具
体
例
を

示
し
た
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し
て
い

る
。
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
基
に
、
工
事
業

者
へ
の
説
明
会
と
認
定
を
行
っ
て
い
る
。

認
定
を
受
け
た
業
者
に
修
景
等
を
依
頼
す

る
と
、
ま
ち
な
み
景
観
形
成
事
業
補
助
金

の
対
象
と
な
り
、
修
景
等
に
補
助
が
出
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

○
中
津
川
市
内
十
カ
所
に
眺
望
点
を
設

け
、
眺
望
点
か
ら
恵
那
山
を
背
景
に
し
た

際
に
稜
線
を
超
え
る
こ
と
の
無
い
よ
う
に

建
物
を
配
置
し
、
調
和
さ
せ
る
な
ど
の
配

慮
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
型
建
築
物

を
対
象
と
し
た
公
共
空
間
緑
化
や
、
色
彩

等
に
つ
い
て
も
基
準
を
設
け
て
い
る
。

○
景
観
計
画
重
点
区
域
の
一
つ
で
あ
る
、

馬
籠
宿
の
現
地
視
察
を
行
っ
た
。
宿
場
町

の
景
観
に
配
慮
す
る
た
め
、
色
彩
に
配
慮

し
た
家
屋
や
電
柱
等
を
街
路
の
裏
に
回
す

な
ど
の
工
夫
が
見
ら
れ
た
。

郡上八幡食べ歩き現地視察

景観計画重点区域での研修の様子

汚水処理施設での研修風景

建
設
水
道
委
員
会

行
政
視
察
報
告
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今
議
会
は
、
口
蹄
疫

拡
大
防
止
へ
の
全
庁
を

挙
げ
た
取
り
組
み
を
支

援
す
る
た
め
、
異
例
の

一
般
質
問
な
し
の
議
会

運
営
と
な
り
ま
し
た
。

▼
管
内
で
の
発
生
こ
そ

免
れ
て
き
た
も
の
の
、

各
種
行
事
の
中
止
な
ど

市
民
生
活
へ
の
影
響
は

大
き
く
、
畜
産
以
外
の

分
野
の
経
済
活
動
に
も

波
及
し
、
販
売
不
振
に

よ
る
経
営
悪
化
を
訴
え

る
声
も
数
多
く
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。
▼
一
日

も
早
い
終
息
宣
言
に
向

け
た
取
り
組
み
を
継
続

す
る
と
と
も
に
、
基
幹

産
業
で
あ
る
畜
産
の
復

興
と
被
災
不
況
に
対
応

す
る
た
め
、
激
甚
災
害

指
定
を
視
野
に
国
県
へ

の
要
請
に
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。

(4月1日～6月30日・抜粋)

【４月】
9日
14日

21日

27日
28日

【５月】
11日

12日
17日

18日
27日

31日

【６月】
14日

15日

23日

25日

　

全員協議会
国道２２０号要望活動

（宮崎市、福岡、東京　15日まで）

九州市議会議長会
（佐賀市　23日まで）

全員協議会
広島カープ及び海上自衛隊呉地
方総監部表敬訪問

（広島　29日まで）

厚生委員会行政視察
（涌谷町、東根市　13日まで）

産業経済委員会行政視察
（桑名市、郡上市　13日まで）

福岡県久留米市議会来訪
総務文教委員会行政視察

（沼田市、大仙市　19日まで）

建設水道委員会行政視察
（豊岡市、中津川市、瑞浪市　19日まで）

大阪府羽曳野市議会来訪
議会運営委員会
全員協議会
第3回臨時会(国保関係)

第４回定例会　開会
議会改革研究会
本会議（質疑）
議会だより編集委員会
議会運営委員会
委員会審査（24日まで）
予算審査特別委員会
全体会議
本会議（採決）　閉会　　

市
議
会
だ
よ
り

　
　
　

編
集
委
員
会

　

委
員
長　

田
中
重
信

議会日誌

議会メールアドレス（gikai_ni@city-nichinan.jp） 12

(おわびと訂正)
平成22年5月15日発行の議会だより(第５号)に誤りがあり
ました。おわびして訂正いたします。
ページ
３ページ
表中段

７ページ
下段

４ページ
下段

陳情第２号
「協同出資・協同経営で働く協働
組合法」…(略)

議案第43号
「人権擁護委員の推薦につき意見
を求めることについて」

★日南市情報公開条例の一部を
改正する条例
　公正で開かれた市政運営を行
うとともに、社会全体に対する説
明責任を果たすため、情報公開条
例に基づく開示請求者の範囲を
拡大する。村定住住宅グリーンネ
ス黒荷田６号棟及び７号棟を入
居者に譲渡するため、行政財産と
しての用途を廃止する。

㉑濱中武紀議員　［安心・安全な
まちづくり、会派研修で考えさせ
られたこと、漁業の振興、中心市
街地活性化事業、旧サボテンハー
ブ園］

陳情第２号
「協同出資・協同経営で働く
協同組合法」…(略)

議案第43号
「日南市教育委員会委員の
任命について」

★日南市情報公開条例の一
部を改正する条例
　公正で開かれた市政運営
を行うとともに、社会全体
に対する説明責任を果たす
ため、情報公開条例に基づ
く開示請求者の範囲を拡大
する。

(下線部削除)

・誤って、前号部分が掲載さ
れていました。

誤 正

請願・陳情書を
提出される方へ

以下の要領でお願いいたし
ます

①必要事項
提出者の住所、氏名、押印、
電話番号
②内容
題名、本文(簡潔に)
③期限
請願は定例会初日
陳情は一般質問初日まで
④その他
請願には、紹介議員が必要
です。
※様式は右図を参考にして
ください。

平成○年○月○日
日南市議会議長
○○○○　様

住　　所　　　　　
氏　　名　　　　印
電話番号
紹介議員　　　　　

（陳情の場合、紹介議員は不要です)

○○に関する請願 (陳情 )書

請願 (陳情 )の趣旨
○○○○○○○○○○○○

理由
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○

《
編
集
後
記
》

次回定例会は、９月６日(月)
開会予定です。


